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制定日 平成２８年４月２３日 

辻堂東海岸三丁目町内会 会細則 

第１条 （用語等） 
本会は、その会細則に用いる用語に、会則に定める用語及びその略語を用いる。 

一 会則、会細則、内規規定書及び辻堂東海岸三丁目町内会自主防災会規定書を、 
「会則等」と略する。 

一 藤沢市辻堂東海岸三丁目町内会を、「本会」と略する。 
一 藤沢市辻堂東海岸三丁目を、「本地区」と略する。 
一 役員及び委嘱役員を、「役員等」と略する。 
一 本会の会則第３条に定める会員は、本地区に居所を有して本会の目的に賛同する 

世帯と定めるので、本会細則は用語「世帯」でなく用語「会員」を用いる。 

第２条 （役員の呼称） 
本会は、本会の役員の呼称を、次に掲げる各号に定める。 

一  会長   「会長」 
二  副会長  「副会長」 
三  会計   「会計部長」 
四  監事   「監事」 
五  相談役  「相談役」 
六  理事   「理事」 
七  防災   「防災部長」 
八  防犯   「防犯部長」 
九  広報   「広報部長」 
十  環境   「環境部長」 
十一 交通   「交通部長」 

第３条 （役員会が議決した委嘱役員） 
本会は、本会の役員会が議決した委嘱役員を、次に掲げる各号に定める。 

一 回覧物配布元  １名 

二 チームオレンジ 若干名で構成され、そのリーダー１名を置く。 

第４条 （委嘱役員の呼称） 
本会は、本会の役員会が議決した委嘱役員の呼称を、次に掲げる各号に定める。 

一 組の長       「組長」 
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二 民生委員・児童委員 「民生児童委員」 

三 回覧物配布元    「回覧物配布元」 

四 チームオレンジ   「チームオレンジ」 
             そのリーダーを「チームオレンジチームリーダー」と称する。 

第５条 （役員会が議決した委嘱役員の任務） 
本会は、役員会が議決した委嘱役員の任務を、次に掲げる各号に定める。 

一 回覧物配布元は、回覧物の配布が円滑に行われる元締めとして活動する。 

二 チームオレンジは、役員会と共同して本会の行事活動を行なう。 

第６条 （議事の進行） 
本会は、会議の議事の進行を、次に掲げる各号に定める。 

一 会員総会もしくは臨時会員総会は、会長もしくは会長の指名する役員等が司会を 
行ない、会員総会に出席する会員より推薦される議長を会長が任命し、その議長が 
議事の進行を行なう。 

二 会長は、会員総会もしくは臨時会員総会の全ての議案が議決された後に、その議長

を解任する。 

三 会員総会を除く会議は、会長が議長として、議事の進行を行なう。 

四 会長が任務を行なうことができないときは、会長は、副会長もしくは会長が指名 
する役員等の１名を指名して、議事の進行を代行させる。 

第７条 （会費額等） 
本会は、会員の会費額等を、次に掲げる各号に定める。 

（会費徴収） 
一 本会は、会費の単位を年会費とし、会計年度ごとに年会費１８００円を、一括して 

   徴収する。 

二 会計年度の途中で会員になるときの会費は、会員となる意思を表明した翌月より 
翌年の３月までを月単位で月数を算出し、年会費を１２等分する額（月額１５０円） 
に前記月数を乗じる額として徴収する。 

三 年度途中で退会または本地区外に転出した会員の年会費は返却しない。 

四 年度途中で本地区内に留まる転居をした会員の会費は、転居前の会費で充当する。 
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（今後増える高齢者または親の介護問題への対応） 

五 本会は、本条第一項第一号乃至第二号及び第六号乃至第八号に依らず、会員が 
   介護施設に長期間居住するとき、もしくは、会員の親の介護または世話のために 

長期入院もしくは長期通院の付き添いに時を費やすときは、その会員またはその 
親族による相談または申告に基づいて、会長は、その会員の資格を維持しての会費 
免除の要否を決定することができる。 

（特殊ケース） 

六 本地区内に複数の居所を構える会員の会費は、そのいずれか一の居所の会費のみを 
徴収する。 

七 本地区内に留まるが、戸籍の除籍による変更により新たな会員になるときは、 
   本会は、除籍前会員と新たな会員の夫々の会費を徴収する。 

八 本地区外と本地区内の両方に複数の居所を構える会員の会費について、本会は、 
   本地区内の一の居所の会費を徴収する。 

第８条 （組の呼称及び集合住宅からなる組の呼称） 
本会は、本地区を構成する組の呼称を、次に掲げる各号に定める。 

一 １組      「１組」 
二 ２組      「２組」 
三 ３組      「３組」 
四 ４組      「４組」 
五 ５組      「５組」 
六 ６組      「６組」 
七 ７組      「７組」 

八 ８組湘南ハイム 「８ＦＥ棟組」、 
           「８ＦＷ棟組」、 
           「８Ｍ棟組」、 
            及び「８Ｔ棟組」 

九 ９組      「９組」 

第９条  （営利行為禁止） 

本会は、営利行為を行なわない。 
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（附則） 

第１０条 （制定日及び改定日の記載） 
本会は、会細則の制定日及び改定日の記載を、次に掲げる各号に定める。 

一 本会の会細則は、平成２８年（２０１６）４月２３日に制定され発効した。 

二 会細則の改定があるときは、制定日の記載と共に、その最新の改定日を記載する。 

第１１条 （改定発効日） 

本会は、会細則の改定による発効日を、その改定日の翌日とする。 
 

以上 


